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まえがき 

この規格は，産業標準化法第 16 条において準用する同法第 12 条第 1 項の規定に基づき，線材製品協会

（JWPA）から，産業標準原案を添えて日本産業規格を改正すべきとの申出があり，日本産業標準調査会

の審議を経て，経済産業大臣が改正した日本産業規格である。これによって，JIS A 5508:2009 は改正さ

れ，この規格に置き換えられた。 

なお，令和 8 年 7 月 19 日までの間は，産業標準化法第 30 条第 1 項等の関係条項の規定に基づく JIS マ

ーク表示認証において，JIS A 5508:2009 を適用してもよい。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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日本産業規格          JIS 
 A 5508：2026 
 

くぎ 
Nails 

 

1 適用範囲 

この規格は，主として一般に使用する単体のくぎ，及び自動くぎ打機用の連結くぎのくぎ本体について

規定する。なお，連結くぎについては，連結材料，連結方法及び連結状態といったくぎ本体以外の特性に

ついては，規定していない。 

また，技術上重要な改正に関する旧規格との対照表を，附属書 A に記載する。 

2 引用規格 

次に掲げる引用規格は，この規格に引用されることによって，その一部又は全部がこの規格の要求事項

を構成している。これらの引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS B 7502 マイクロメータ 

JIS B 7503 ダイヤルゲージ 

JIS B 7507 製品の幾何特性仕様（GPS）－寸法測定機－ノギス 

JIS G 3532 鉄線 

JIS G 4309 ステンレス鋼線 

JIS H 8610 電気亜鉛めっき 

JIS H 8641 溶融亜鉛めっき 

JIS Z 8401 数値の丸め方 

3 用語及び定義 

この規格には，定義する用語はない。 

4 種類及び記号 

くぎの種類及び記号は，表 1 による。また，くぎは，頭部並びに胴部及び先端部の形状によって，表 2

及び表 3 のとおり区分する。 
 

  


